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O
平
成
十
九
年
度
中
間
文
化
学
会
大
会
(
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
)

於

二

松

学

舎

大

学

〔
研
究
発
表
〕

、
階
場
帝
詩
試
論

文
教
大
学

』
に
つ
い
て

専
修
大
学
非
常
勤
講
部

一
、
中
日
翻
訳
の
誤
訳
例
と
問
題
点

文
教
大
学

一
、
主
従
捜
文
中
の
仮
定
に
つ
い
て

大
東
文
化
大
学

一
、
暑
さ
を
詠
う
賦
を
め
ぐ
っ
て

一
一
一
松
学
舎
大
学

一
、
杜
牧
の

一
、
鄭
玄
と
一
土
粛

大

東

文

化

大

学

技

遊

『
日
本
昔
話
大
成
』
の
見
直
し
の
必
要
性
に

関
す
る
中
国
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
の
提
言

一
元
山
形
大
学

樋
口

高
橋

舟
部

安
藤11鴎

明
紀
子

泰
裕

未
来

議員
子

ヱJ
一ヨい

占
U
A
4
j

義
治

〔
講
演
)

西
洋
古
典
の
初
期
刊
本
を
め
ぐ
っ
て

成
媛
大
学
名
誉
教
授

氏

〔
総
会
〕

一
、
開
会
の
辞

二
、
議
長
選
出

三
、
会
長
挨
拶

問
、
諸
報
告

(
1
)
総
務
委
員
会

(
2
)
企
画
委
員
会

(3)
編
集
委
員
会

(
4
)
会
計
委
員
会

樋
口
泰
硲
氏
を
議
長
に
選
出

氏氏氏氏

(
1
)
平
成
十
八
年
度
決
算

(
2
)
平
成
十
九
年
度
予
算

(3)
そ
の
他

六
、
会
長
選
挙

七
、
理
事
選
挙

八
、
閉
会
の
辞

氏氏

品目
井

敦
子

氏

4

、、千戸

斗
ノ

i
」

副
会
長

向
i鴇

会
長

小
松

佐
藤

加
藤

大
塚

委
員

委
員

委
員

委
員
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大稀稀向大大
上代代嶋 1家主家

委
員

委
員

会
長

ム
一
台
民

ム
江
田
田
川

副
会
長



。
例
会

・
平
成
十
九
年
九
月
二
十
四
日
(
月
)

於
筑
波
大
学
人
文
社
会
学
系
棟

一
、
梁
筒
文
帝
の
詠
物
詩
に
つ
い
て

筑
波
大
学
大
学
院

て
ヨ
i
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
朱
子
学
の
受
容

筑
波
大
学

7
H
4
火
『

1
U
Z
M
}

訓
一
司
づ
代
、
、
コ
4

目

F
H
品

J
1
4ノ
ぬ
叫
i
J
i
一一・・
l
J
/
l
;

鎌
133 

g
汁
寸
e
p
-
-
-

4
吋
ノ

t
j
j

足品

IHi司

一司

君安

次

於
筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

ペ
庸
代
の
女
流
詩
人
魚
玄
機
の
詩
に

お
け
る
感
情
の
表
出
に
つ
い
て

筑
波
大
学
大
学
院

の
乱
と
腐
信

1

「
哀
江
南
賦
」
論
を
基
礎
と
し
て

東
京
女
子
大
学

大
塚

安
藤

千
品

信
藤

-
平
成
二
十
年
三
月
八
日
(
土
)於

筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

一
、
王
漁
洋
の
揚
州
赴
任
以
前
の
楽
府
詩

筑
波
大
学
大
学
院

宅さ子

井

示豊

一
、
呉
昌
碩
と
水
野
錬
栴大

妻
女
子
大
学

茂
樹

松
村

氏

氏

。
平
成
十
九
・
二
十
年
度
役
員

会

長

大

上

正

美

副
会
長
安
藤
信
農

理

事
相
原
茂
、
青
木
五
郎
、
上
田
武
、
大
久
保
隆
郎
、
甲
斐
勝
二
、

加
閤
理
一
郎
、
加
藤
輩
、
河
内
利
治
、
北
村
良
和
、
後
藤
秋
正
、

桜
田
芳
樹
、
清
水
智
恵
、
高
木
重
俊
、
高
橋
明
郎
、
高
橋
均
、

高
橋
由
利
子
、
谷
口
医
、
谷
口
真
由
実
、
田
部
井
文
雄
、
中
村

俊
也
、
詔
口
勝
、
間
嶋
潤
一
、
三
上
英
司
、
向
嶋
成
美
、
村
田

和
弘
、
望
月
異
澄
、
山
中
垣
己
、
吉
原
英
夫
、
劉
勲
寧
、
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に、、
g
g
t
a
，
 

氏氏

理
事
・
委
員
〈
(
兼
任
)

総
務
委
員
小
松
建
男
(
常
務
理
事
)
、
稀
代
麻
也
子

企
画
委
員
佐
藤
一
樹
(
常
務
理
事
)
、
白
井
啓
介
、
堀
池
信
夫
、

増
野
弘
幸
、
松
本
肇
、
渡
辺
雅
之

加
藤
敏
(
常
務
理
事
)
、
河
川
修
三
、
坂
口
三
樹
、

佐
々
木
勲
人
、
寺
内
自
出
男
、
細
谷
美
代
子
、
松
村

編
集
委
員

氏



会
計
委
員

会
計
監
資

部引

茂
樹
、
渡
遠
大

井
川
義
次
(
常
務
理
事
)
、
大
塚
秀
明

伊
原
大
策
、
菅
野
智
明

荒
井
鶴
、
有
馬
み
ち
、
鎌
田
崇
嗣
、
花
岡
距
希
、

和
久
希

※
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
事
務
局
(
千
ωomt
∞
2
H

茨
城
県
つ
く
ば
市
天
王
台
一
幕

$1712
一
、
筑
波
大
学
人
文
社
会

科
学
研
究
科
文
芸
・
一
一
言
語
専
攻
内
)
宛
御
一
報
下
さ
い
。
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中
国
文
化
学
会
会
期

第
一
条
(
名
称
)
本
会
は
中
酪
文
化
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
(
目
的
)
本
会
は
中
部
文
佑
及
び
棋
文
学
の
緋
究
と
そ
れ
に
基
づ
く
教

宵
へ
の
寄
与
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
。

第
三
条
(
事
業
)
本
会
は
以
下
の
諸
事
業
を
行
う
。

ア

大

会

年

一

問

。

イ

例

会

年

数

問

。

ウ

会

報

J
i
m同
文
化
』
の
発
行
。
エ
会
員
名
簿
の
発
行
。

オ
そ
の
他
、
本
会
の
内
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た

ヂ
当
性
J
C
O

刈
4
4
4

え

第
間
条
(
会
員
)
本
会
は
、
本
会
の
組
問
に
設
問
す
る
倒
入
、
法
人
、
間
体
の

会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

2

本
会
に
入
金
を
希
望
す
る
も
の
は
、
会
員
~
名
の
推
薦
に
よ
り
制
州
事

会
の
添
認
を
経
て
会
見
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

会
民
は
第
三
条
に
い
う
諸
事
業
に
参
加
し
、
刊
行
物
の
一
頒
布
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
役
員
選
挙
一
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を
持

つ
a

4

会
員
は
本
会
期
に
定
め
る
会
裂
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
(
役
員
)
本
会
に
以
下
の
役
員
を
躍
く
。
役
員
の
託
期
は
二
年
と
し
、

持
舵
を
妨
げ
な
い
。

ア

会

長

一

名

a

会
長
は
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。
会
長
は
会
を
代
表

し
、
会
務
を
統
べ
る
。

説
会
長
本
会
に
間
会
長
一
名
ま
た
は
二
名
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。
副
会
長
は
理
事
会
の
識
を
経
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。
副
会
長

は
会
長
を
縮
性
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
織
務
を
代
行

目
、
，
o

J
G，F
ヲ
戸
。

理
事
十
五
名
。
制
収
事
は
総
会
で
選
出
す
る
。
会
長
は
理
事
会
が

必
嬰
と
認
め
た
場
合
、
総
会
で
選
出
さ
れ
た
判
事
以
外
に
組
事
若

干
名
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

常
務
理
事
若
干
名
。
常
務
昭
事
は
組
事
の
中
か
ら
互
選
に
よ
り

選
出
す
る
。

イウエ

第
六
条
(
総
会
〉
総
会
は
本
会
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
、
会
長
が
招
集
し
、

毎
年
…
出
開
催
さ
れ
る
。

第
七
条
(
組
事
会
)
理
事
会
は
会
長
が
招
集
し
、
会
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

第
八
条
(
常
務
理
事
会
)
本
会
の
自
常
会
務
を
執
行
す
る
た
め
に
常
務
組
事
会

を
開
く
。
常
務
理
事
会
は
会
長
、
副
会
長
、
常
務
組
事
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

第
九
条
(
委
員
会
)
常
務
即
事
は
以

F
の
一
委
員
会
に
腐
し
、
会
務
を
分
担
す
る
。

ア

総

務

委

員

会

イ

企

砲

委

員

会

ウ

編

集

委

員

会

エ

会

計

委

員

会

第
十
条
(
ム
F
計
監
査
委
員
)
会
計
院
資
委
員
は
毎
年
〕
防
本
会
の
経
現
金
般
を

踏
査
し
、
そ
の
結
果
を
総
会
に
報
告
す
る
。
会
計
艶
査
委
員
は
理
事

以
外
の
会
員
の
中
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
十
円
山
東
…
(
選
挙
管
組
委
門
間
)
選
挙
管
制
批
委
員
は
二
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
会
長

と
組
事
の
改
選
を
実
施
し
、
そ
の
事
務
を
収
り
扱
う
。

第
十
二
条
(
会
計
)
本
会
の
諸
事
業
に
裂
す
る
経
費
は
会
員
の
納
入
す
る
年
会

費
及
び
寄
付
金
な
ど
で
賄
わ
れ
る
。

2

年
金
閥
抗
閥
、

0
0
0内
と
す
る
。

3

本
会
の
会
計
年
度
は
~
均
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
河
川
三
十
…

日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

第
十
三
条
(
改
定
)
本
会
問
の
改
定
は
、
組
事
会
の
発
一
識
に
よ
り
、
総
会
出
席

者
の
過
半
数
の
向
怒
を
得
て
行
う
。

〔
付
期
〕

1

本
会
則
は
一
九
九
七
年
(
平
成
九
年
〉
六
月
二
十
八
日
か
ら
大
濠

漢
文
学
会
会
期
に
代
っ
て
発
効
す
る
。

二
O
O
一
年
(
平
成
十
一
一
一
年
)
六
月
二
十
一
一
一
母
改
正
。

2

本
会
の
事
務
所
を
当
分
の
間
筑
波
大
学
文
苦
言
語
学
系
中
国
文

学
研
究
室
に
泣
く
。

〔
了
解
〕
(
理
事
の
選
出
、
委
嘱
、
常
務
理
事
の
互
選
に
院
し
て
)

理
事
会
は
可
能
な
限
り
全
国
各
地
区
か
ら
選
出
の
盟
事
を
合
め
て
構
成
し
、

常
務
理
事
会
は
実
務
担
当
に
寵
宣
な
地
域
に
居
住
す
る
別
仕
事
で
構
成
す
る
。
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「中国文化j投稿規定

<Tu募資格など)

1 I有国文化学会合員にliRる。

2 応募原稿は、未公開のものに限る。ただし、口説で発表しこれな初めて論文にまとめ

たものは受理する。

{原稿枚数など)

3 原稿は校正時に方11策を嬰しない完全原稿とする。

4 )j長時枚数は、本文・注(1京稿用紙 1マスに]字を収める。)・図版などをあわせて、下

記の枚数を厳守する。

(1)論 文:400字詰め35枚以内。(ワープロ使用の場合、縦;おきは26字x21行で

26枚以内とし、横書きは35字×犯行で12枚以!大!とするJ
(2)研究ノート:400字詰め20枚以内。(ワープロ使用の場合、縦書きは26字x21行で

1M文以内とし、;桜F~きは35:字 x33f5'で 7*交以内とするの)

5 IZlJ坂を必裂とする場合、占有面積半ページ分を550字として換算する。図版原稿はその

ままl坂下として使用できる鮮明なものとし、掲載希望の縦・横の寸法を明示する。表

についても、掲載希望の縦・横の寸法を明示する。

〈体裁・表記など)

6 1原稿は縦書き・横書きのいずれでもよい。

7 J京橋は常1m英字:を原良IJとする。正漢字・館体字などを用いる場合は下記に控苦:する。

(]) 引用文など必要館所を正j英'宇で表記する場合は、原稿掘出時において表記が完

j或されていること。(正漢字館河?を必ずマーカーなどでマークすること。)

(2) 引用文など必要箆所を簡体字で表記する場合も(1)に同じ。

(3) とくにワープロ原稿の場合、上記の点に留意すること。引用部分が手書:きにな

っても悲し支えない。

8 Iや留語のローマ字表記は、漢詩Hf.母方案による。但し、特殊な綴りで適用している留

有名詞や、本人が自分の名前に使用している綴りについては、その{吏用も認める。ま

た、日本語のローマ字表記は、ヘボン式の'使用をJ探知!とする。

〈原稿提出)

9 (l)締切日 2月末日(厳守すること)

(2) 提出先:干305-8571 5涜城県つくば市天王台 1づ-}
筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専攻内(小松研究室気付)

I=!:j，~文化学会

(3) 原稿は必ず寄留により上記に郵送するものとし、 2月末日までの消印のあるも

のを有効とする。

(4) 応募u寺に、原稿以外に被写コピー 2部を用意rし、合わせて計 3部を提出する。

(事i放に備え、提出前にあらかじめ自家用のコピーを必ず作成しておくこと。)

〈審査〉

10 採否については、編集委員会が委i隠した査説委員の報告を受けて、編集委員会で決定

し、 4月上旬までに連結する。

(抜融ほか)

口 論文掲載者には、掲載託、3音1)および抜刷30部な贈呈する。
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